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☆年齢およびコメントは写真撮影時のものです。
☆元気なお子さんの写真募集中！	応募は秘書広報係（〒472-8666	知立市役所、Ｅメール	info@city.chiryu.lg.jp）まで。

Q&A集「お聞きください!」

山本光
ひ か る

流くん（7歳）　
　　朝

あ さ ひ

日くん（5歳）　
陽
ひ な た

太くん（4か月）
（八橋町）

お兄ちゃんたちは陽太
くんのことが大好き！
3人仲良く元気いっぱ
いに育ってね（＾－＾）

　この運動の目標は、犯罪や非行を防止し、罪を犯した
人の立ち直りを支える地域の力を築くことです。
　猿渡小学校マーチングバンド部の皆さんやミスかきつ
ばたがパレードを行い、買い物に訪れた皆さんに啓発物
品を配り運動をPRしました。力を合わせて住みよいま
ちをつくりましょう。

田中うららちゃん（3か月）
（弘法町）

もうすぐ首がすわりそ
うなうららちゃん
パパの手をギュッと
握って起き上がるのが
大好き！

川口友
ゆ う さ

咲ちゃん（2歳）　
　　栞

か ん な

奈ちゃん（3か月）
（上重原町）

妹が大好きで毎日お世
話してる、優しいゆうさ
お姉ちゃん。ニコニコ
よく笑ってよく寝るかん
な。そっくり姉妹？？

第64回社会を明るくする運動

7月2日 アピタ知立店

　市の各課に寄せられるお問合せ
の事例を紹介します。皆さんもお
気軽にお問合せください。

【税務課】
①Ｑ.   家屋を取り壊した時は、どうすればいい

ですか？
　Ａ.  固定資産税は、毎年1月1日現在に所有

する資産に対して課税されますが、届出
がないと、翌年度も引き続き課税される
おそれがありますので「家屋取り壊し届
出書」を税務課に提出してください。用
紙は、市ホームページからもダウンロー
ドできます。ただし、Eメールでの届出
はできません。

▶問合せ　税務課　資産税係（☎95-0148）

②Ｑ.   今年の4月に知立市から別の市へ引っ越
しました。ところが、知立市から市県民
税の納税通知書が送られてきました。ど
うしてですか？

　Ａ.  市県民税は、その年の1月1日現在住所
のある市町村で課税されます。あなたが
今年の1月1日現在知立市に住所があれ
ば、今年の市県民税は知立市に納めてい
ただくことになります。

▶問合せ　税務課　市民税係（☎95-0116）

このコーナーに掲載するお子さんの写真募集中！
▶対　象　市内在住の5歳くらい
までのお子さん
▶申込み　お子さんの氏名（ふ
りがな）、年齢、性別、お住まい
の町名、電話番号、コメントを
明記して、写真もしくは画像デー
タを直接、郵送またはEメールで
協働推進課秘書広報係へ。　


